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・ 対象者は「令和８年６月１日現在、扶養手当が認定されていない」被扶養者です。 

 （＝「特別認定」） 

※「扶養手当が認定されている被扶養者」は対象外です。 
 

・ 提出書類は、「（１）扶養実態の確認書類」、「（２）被扶養者の続柄による書類」、

「（３）別居の被扶養者の書類」の３種類に分かれます。（１）（２）は必須、（３）

は該当する場合のみ必要です。 
 

・ 提出の際は、確認書類の右上（余白）に、所属所コードと組合員番号の電算用ゴム

印を押印又は手書きしてください。 
 

・ 提出するすべての証明書等はコピーでも構いません（住民票、所得証明書）。 
 

 

（１） 扶養実態の確認書類【特別認定の対象者全員提出】 
次のア～ウの書類すべて必要となります。 

 

ア 別紙１ 添付書類送付票（Ｐ２１） 

被扶養者ごとに、必要事項を記入の上、票内の該当部分に✓を入れて、当該書類を

一番上にして提出してください。 

 

イ 別紙２ 扶養事実届（検認用）（Ｐ２２） 

記入例（Ｐ２３－２７）を参考に記入してください。 

 

ウ 被扶養者の収入に関する証明書 

「（ア）所得証明書又は別紙６「同意書」（収入の種類によらず必要な書類）」

と、「（イ）収入の種類に応じて必要な書類」、に分かれます。被扶養者の状況に

応じた書類を提出してください。 

 
 

（ア） 所得証明書又は別紙６「同意書」（収入の種類によらず必要な書類） 

被扶養者の下記(a)、(b)いずれかの書類が収入の種類によらず必要となります。

なお、(b)であれば役場等に行かずに書類の作成ができます（条件あり）。 

また、対象者が義務教育終了前及び高校１年生（平成２２年４月２日以降生ま

れ）の場合は、書類の提出は不要です。 

 

 

 

(a) 所得証明書の

写し 

（令和８年度） 

・令和７年１月から令和７年１２月までの収入を証明してい

る、市区町村から発行されたもの（市区町村により、名称

が「課税証明書」等の場合もあります。） 
 

・「非課税証明書」は原則不可です。ただし「非課税証明書」

という名前でも収入額等の記載がある場合（０円や＊＊

＊＊も可）は、有効です。収入額の記載がなく、「非課税

である」等の文言のみの場合は不可です。前年の所得がな

いために所得証明書の交付を受けられない方は、あらか

じめ市区町村役場で住民税の申告を行ったうえで取得す

るか、(b)別紙６「同意書」をご提出ください。    

https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi1.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi2.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi2kinyuurei.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi6.pdf
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(b) 別紙６ 

「同意書」 

（記入例） 

・同意書の提出により、個人番号を利用した情報連携で所得

情報を取得します。 
 

・対象は被扶養者のみです。 
 

・提出期限は令和８年９月４日（金）です。 
 

・同意書を提出した場合でも、別紙２ 扶養事実届（検認用） 

内「Ⅱ 前年１月～１２月の状況」欄は空欄にせず、源泉

徴収票などの収入を確認できる書類を元に記入をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（イ） 収入の種類に応じて必要な書類 

下表内で該当する収入全てについて書類をご提出ください。 

収入の種類 
必要な書類 

※①②③の番号があるものは全ての書類が必要です 

無収入の場合 ① 所得証明書又は別紙６「同意書」のみ 

給与収入がある場合 

（パート・アルバイ

ト収入など） 

＜対象者共通事項＞ 

● 被扶養者が会計年度任用職員又は令和７年中に雇用

契約に変更があった場合 

被扶養者が会計年度任用職員の場合は勤務条件通知

書の写し（令和７年度及び令和８年度分）を併せてご

提出ください。 

会計年度任用職員以外の場合で、令和７年中に雇用

契約の変更があった場合は、変更後の雇用契約書の写

しを併せてご提出ください。  
  

● 所得証明書に給与収入がある場合で、令和７年中に

その収入を得ていた職を離職している場合 

退職日が確認できる書類（資格喪失証明書、退職証

明書、離職票等のいずれか）の写しを併せてご提出く

ださい。 

ただし、令和７年中の収入合計額が１３０万円以上＊１

で、かつ令和７年中に退職と再就職の両方をしている

場合は、退職時の源泉徴収票も併せてご提出ください。 

・無料 

・役所等へ行かなくて OK 

◆ 提出の際は、様式の右上に電算用ゴム印を押印又は記入すること。

（ ） （ 歳 ）

◆ 扶養の実態、扶養の理由を具体的に記入してください。

◆ 通常の扶養義務者が他にいる場合には、その者が扶養できない理由を具体的に記入してくだ

さい。（※）

◆

※ 通常の扶養義務者とは、社会通念上、扶養第一義務を負うと考えられる者。又は、共同扶養に

おける他の扶養義務者

◆ 該当する項目すべてに○をしてください。

： 無 ・ 有 （ ）

： 無 ・ 有 （ 収入有の者は以下に内訳を記入してください。）
↓ ◆ 認定対象者に対する組合員及び他の送金者の送金額等

前 ）

年 名称 （ ） ）

1 有・無 ）

月 ↓
～

12
月

の ）

状 ）

況 ）

）

公立学校共済組合埼玉支部長　様

扶養の事実について上記のとおり申告します。

なお、被扶養者としての要件を欠くこととなった場合には、速やかに申告します。

年 月 日 住　所

　　 申請者

氏　名

（ 注 ） 給 与 収 入 が 1 2 0万 円 以 上 1 3 0万 円 未 満 （ ※ ） の 場 合 は

右 記

　 　 　 交 通 費 も 記 入 く だ さ い 。 （ 交 通 費 無 の 場 合 は ０ 円 と

記 入 ）

　 　 　 ※  障 害 厚 生 年 金 を 受 け ら れ る 程 度 の 障 害 を 有 す る 者

別
紙
２

扶

養

理

由

所 属 所 名 組合員氏名

所属所コード 組合員番号
扶 養 事 実 届  （ 検 認 用 ）

（有・無）

氏　名

（続柄）

生

年

月

日

配偶者

前年１月～１２月の

収入額（年額）
年 月 日

組合員本人の被

扶養者である場

合には○

昭和

平成

令和

年齢 職業
公立学校共済

組合員である

場合には○

円

組合員番号
性

別

男

Ⅲ

組

合

員

と

同

居

す

る

家

族

氏　名 続柄

○ 円
（組合員）

女
本人

円

　認定対象者との

居住状況
同居・別居

別居の場合、送金

額（年額）を記入
円(Ｃ )

組合員本人の被

扶養者である場

合には○

円

公立学校共済

組合員である

場合には○

円

円

有・無）

↓

円

円 円

送金方法（○で囲んで

ください。）
氏　名 続柄 送金額（年額）

Ⅱ

前年１月～１２月の

収入額（年額）
摘要

Ⅳ

通

常

の

扶

養

義

務

者

組合員本人以外に通常の扶養義務者がいる場合、その者について記入してください。

通常の扶養義務者についてⅢ、Ⅴに記入している場合は、記入不要です。

氏　名 続柄 年齢 職業

Ⅴ

別

居

扶

養

に

関

す

る

事

項

給与収入

(交通費含む)

日

送金の開始日

そ の 他 （

組合員本人以外の送金者の状況（

年

↓

円(Ｂ )
（組合員）

収 入 の 種 別

収入等の種別 有無 「有」の場合の種類 金額（年額）

本人

月

口 座 振 り 込 み  現 金 書 留
公的年金 有・無

私的年金 有・無
（注）企業年金・財形年金・農業者年金も含まれます。

・その他（

老齢又は退職年金 ・ 遺族年金 ・ 障害年金

送金方法（○で囲んで

ください。）

年間収入額（Ａ）

氏　名 続柄 年齢 収入額（年額）

（注）原則として確定申告書及び損益計算書（収支内訳書）の写しが必要となります。 そ の 他 （

その他 有・無
株等 ・ 利子 ・ 不動産 ・ 傷病手当金

・その他（

認定対象者に対する生

活費負担額(Ｄ )

事業所得等 有・無
商業　・　工業　・　農業　・　漁業

円(Ｃ )
口 座 振 り 込 み  現 金 書 留

別居先の家族構成（同居者　

令和 事　務　局　処　理　欄

認定対象者の

収入　（Ａ）

組合員の送金額

（Ｂ）

組合員以外の者

の

生活費負担額

（Ｄ）

総収入額

（左の計）

有・無
組合員本人については、送金

の事実が確認できる書類

（※）の添付が必要です。

（令和7年 1月～令和7年 12月）

※送金の事実が確認できる書

類とは、預金通帳の写し

（原則被扶養者名義のも

の）、現金書留の控え等で

総収入の１／３ 認定の可否

円

そ の 他 （

・その他（

円

具体的に記入

居住状況 同居・別居 （別居の場合は右欄Ⅴも記入）

Ⅰ

認

定

対

象

者

うち交通費

職 業

円

円(Ｃ )
口 座 振 り 込 み  現 金 書 留

収 入 の 有 無

氏　名 続柄 送金額（年額）

https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi6.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/douisyorei.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi2.pdf
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給与収入がある場合 

（パート・アルバイ

ト収入など） 

ア 収入合計額が１２０万円未満＊１の場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」＊２  

イ 収入合計額が１２０万円以上１３０万円未満＊１の

場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」＊２ 
 

② 別紙２「扶養事実届（検認用）」（Ｐ２２）のⅡ欄

に交通費の支給額を記入してください。交通費の支給

が無い場合は０円と記入してください。 

※交通費を含めた収入合計額が１３０万円以上＊１とな

る場合は、「ウ 収入合計額が１３０万円以上＊１の

場合」の取扱いとなります。 

ウ 収入合計額が１３０万円以上＊１の場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」＊２ 
 

② 別紙３-１「給与等に関する証明書（Ｐ２８）」＊３も

併せて提出してください（取消しになる場合があり

ます）。 

＊１ 障害年金を受けられる程度の障害を有する者又は

６０歳以上の者は、１２０万円を１７０万円に、１

３０万円を１８０万円に読み替えてください。 

令和７年１２月３１日時点の年齢が１９歳以上２

３歳未満で、令和７年１０月１日時点で特別認定さ

れている被扶養者は、収入合計額が１２０万円以上

１３０万円未満の場合はイ、１３０万円以上の場合

はウの取扱いをしてください。  

  

＊２ 別紙６「同意書」（Ｐ３５）を提出された方で所

得情報照会の結果、上記イ、ウに該当することが判

明した場合は、当組合から御連絡しますので御対応

をお願いします。 

 

＊３ 令和６年２月（最長の場合。給与の支給状況によ 

って異なります。）から現在までを証明しているもの

（Ｐ２９の記入例を参照）。 

人手不足による労働時間延長等により一時的に増

加した場合の特例を受けることを希望する場合は、

別紙３-２「被扶養者の収入確認に当たっての「一時

的な収入変動」に係る事業主の証明書」（Ｐ３０）及

び別紙３-３「給与等に関する証明書（一時的な収入

変動あり）（Ｐ３１）を提出してください。（収入の

状況により特例を受けられない場合もあります。） 

https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kyuuyotourei.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi3-2.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi3-2.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi3-3.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi3-3.pdf
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福祉作業所等での工

賃の収入がある場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 別紙３-１「給与等に関する証明書」又は明細の写し 

（令和７年１月～令和７年１２月分） 

公的年金を受給して

いる者 

（老齢、遺族、障害、

年金生活者支援給付

金等） 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 受給しているすべての年金に係る年金改定通知書の

写し（最新分） 

私的年金を受給して

いる者 

ア 確定申告をしている場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 令和７年分確定申告書（第一表・第二表）の写し＊３ 

イ 確定申告をしていない場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 受給しているすべての個人年金の年金額がわかる書類

の写し（令和７年度の年金額） 

事業所得、農業所得、

不動産所得等がある

場合 

（マイナスの場合も

必ず提出） 

ア 確定申告をしている場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 令和７年分確定申告書（第一表・第二表）の写し＊３ 

 

③ 令和７年分損益計算書（青色申告決算書又は収支内訳 

書）の写し 

イ 確定申告をしていない場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 令和８年度市町村民税申告書の写し又は収入額が把握

できる証明書等の写し 

株等譲渡収入・配当

所得等がある場合 

ア 確定申告をしている場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 令和７年分確定申告書（第一表～第三表）の写し＊３ 

 

③ 株等に係る譲渡所得等の金額計算明細書の写し 

イ NISA口座、特定口座で確定申告をしていない場合 
 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 証券会社が発行する年間取引報告書の写し 
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その他の所得がある

場合（雑所得など） 

ア 確定申告をしている場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 令和７年分確定申告書（第一表～第二表）の写し＊３ 
 

③ 収入額が確認できる証明書等の写し 

イ 確定申告をしていない場合 

① 所得証明書又は別紙６「同意書」 
 

② 収入額が把握できる証明書等の写し 

＊３ 個人番号の記載がある場合は、番号を隠してコピーしたもの 

 

上記のほか、必要に応じて提出していただく書類もありますので、あらかじめ 

御了承ください。また、認定限度額未満であっても、他の健康保険に加入している

場合は被扶養者にはなれません。速やかに、取消しの手続をしてください。 
 

（２） 被扶養者の続柄による書類【特別認定の対象者全員分確認】 
下表の被扶養者の続柄ア～ウに応じた書類が必要となります。 

 

被扶養者の続柄 確認書類 

ア 配偶者 ・なし 

イ 
子、孫、兄弟姉妹、父

母、祖父母 

（ア） 通常の扶養義務者の収入に関する証明書 

・組合員本人の源泉徴収票 

・通常の扶養義務者の収入に関する証明書 

ウ 
その他３親等内親族

（義父母等） 

（ア） 通常の扶養義務者の収入に関する証明書 

・組合員本人の源泉徴収票 

・通常の扶養義務者の収入に関する証明書 

（イ） 住民票の写し 

 

（ア） 通常の扶養義務者の収入に関する証明書（上記イ、ウに該当するとき） 

(a) 通常の扶養義務者とは 

通常の扶養義務者とは、民法上第一扶養義務を負う者、又は共同扶養における

他の扶養義務者のことを言います（下記参照）。組合員と通常の扶養義務者との

収入比較のため、下記に該当する者の収入を証明する書類が必要です。 
 

被扶養者 通常の扶養義務者 

子 組合員及び組合員の配偶者 

実父（実母） 実母（実父）（組合員の配偶者は該当しません。） 

義父（義母） 義母（義父）及び組合員の配偶者 

祖父（祖母） 祖母（祖父）及び父母 

兄(弟)(姉)(妹) 父母 

孫 孫の父母、組合員及び配偶者 

※ 認定対象者が上記以外の場合は、資格管理担当へお問合せください。 

※ 下記のいずれかに該当する場合、組合員と通常の扶養義務者との収入比較は 
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不要です。 

・他の通常の扶養義務者が公立学校共済組合埼玉支部組合員の場合 

・他の通常の扶養義務者が組合員の被扶養者として認定されている場合 

・被扶養者が子で、組合員本人が基準日現在育児休業中の場合 

 

(b) 通常の扶養義務者の収入確認書類 

下記表内の該当する扶養義務者の書類をご提出ください。他の扶養義務者に 

複数の収入がある場合は該当するすべての収入について書類をご提出ください。 

通常の扶養義務者 
提出書類 

※①②③の番号があるものは全ての書類が必要です 

 組合員本人 ① 源泉徴収票の写し（令和７年分） 

他
の
扶
養
義
務
者 

公務員 
（公立学校共済組合他

支部組合員） 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可）又は、資格確認書の写し又は、マイナポー

タルから印刷した「医療保険の資格情報」 

公務員 
（公立学校共済組合以

外） 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 

民間企業勤務 
① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 

事業所得、農業所得、

不動産所得がある方 

（マイナスの場合も

必ず提出） 

ア 確定申告をしている場合 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 

② 令和７年分確定申告書（第一表・第二表） 

の写し＊２ 

 

③ 令和７年分損益計算書（青色申告決算書又は 

収支内訳書）の写し 

イ 確定申告をしていない場合 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 

② 令和８年度市町村民税申告書の写し又は収入額が

把握できる証明書等の写し 

株等譲渡収入・配当

所得等がある方 

ア 確定申告をしている場合 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 

② 令和７年分確定申告書（第一表～第三表） 

の写し＊２ 

 
③ 株等に係る譲渡所得等の金額計算明細書の写し 

イ NISA口座、特定口座で確定申告をしていない場合 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 
② 証券会社が発行する年間取引報告書の写し 
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＊１ 別紙６「同意書」を提出しても通常の扶養義務者の所得情報は、情報連携 

では取得できません。必ず所得証明書の写しを提出してください。 

＊２ 個人番号の記載がある場合は、番号を隠してコピーしたもの 

 

【注意事項】 

○ 上記のほか、必要に応じて提出していただく書類もありますので、あらかじ

め御了承ください。 

○ 子の特別認定において、組合員と組合員の配偶者で共同扶養している場合は、

組合員の収入が配偶者の収入より多いか同程度（多い方の１割以内の差額）で

あれば、認定が可能です。 

○ 子の特別認定において、配偶者と離別したことにより別居している場合でも、

配偶者から子に対して送金を受けている場合は、収入比較が必要となることが

ありますので、別紙２「扶養事実届（検認用）」（Ｐ２２）の「Ⅳ 通常の扶

養義務者」欄は、必ず記入してください。送金を受けていない場合、収入比較

は不要です。 

○ 他の扶養義務者との収入比較において、育児休業中の組合員の収入は、育児

休業を取得していないとしたならば受給できる給与等の額で比較します。育児

休業に入る直前の「源泉徴収票」の写しを提出してください。また、被扶養者

が子の場合は提出不要です。 

 

（イ） 住民票の写し（上記ウに該当するとき） 

同居要件の確認に住民票を使用します。下記①②を両方満たすものを提出してく

ださい。 

① 令和８年１月１日以降に交付されたもの 

② 個人番号（マイナンバー）及び本籍の記載がないもの 

 

他

の

扶

養

義

務

者 

公的年金受給者 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 
② 年金額改定通知書の写し（最新分） 

私的年金受給者 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 
② 年金額が記載された書類の写し（令和７年分） 

パート・アルバイト 
① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 

その他の所得がある

場合（雑所得など） 

ア 確定申告をしている場合 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 

② 令和７年分確定申告書（第一表～第二表）の写し＊２ 
 

③ 収入額が確認できる証明書等の写し 

イ 確定申告をしていない場合 

① 令和８年度所得証明書の写し＊１（源泉徴収票は

不可） 
 

② 収入額が把握できる証明書等の写し 

https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi2.pdf
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（３） 別居の被扶養者の書類【該当者のみ】 

被扶養者が別居している場合には、１年間（令和７年１月～令和７年１２月分）＊１、

組合員から別居の被扶養者への送金事実を客観的に確認できる、下記の①～⑤のいずれ

かの書類の提出が必要です。 

なお、令和８年６月１日時点で同居であっても、令和７年１月～令和７年１２月まで

に別居の期間がある場合は、その期間の送金確認書類の提出が必要です。 

 

＊１ 次の（ア）～（ウ）に該当する被扶養者は、令和８年４月～令和８年５月分 

（ア） 本採用→再任用など、組合員本人の任用形態の変更により扶養手当の認定が 

取消となった被扶養者 

（イ） ２２歳年度末を迎え、扶養手当の認定が取消となった被扶養者 

（ウ） 令和８年３月３１日以前に普通認定していたが令和８年４月１日から手当 

の支給が無くなった被扶養配偶者 

 

① 組合員口座から被扶養者口座への振込明細書又は通帳の写し 

（口座名義ページ含む） 

※ 送金者（組合員）氏名、送金日、送金額の記録があるもの 

② 被扶養者が居住する住居の家賃を組合員が負担していることがわかる書類 

※ 組合員から貸主に対する支払を確認できる、送金者、受取人、送金額、送

金日がわかるもの 

③ 組合員名義のクレジットカードの家族カードを被扶養者に対し発行し使用

していることがわかる書類 

※ クレジットカードの明細等で、被扶養者が家族カードを使用して生活費

等を決済していることがわかるもの 

④ 被扶養者口座の組合員に対し交付された代理人カードを使用して組合員が

入金していることがわかる書類 

⑤ 現金書留の「書留・特定記録郵便物等受領証」の写し等 

 

※ 配偶者や子以外の被扶養者については、「別居認定対象者の総収入額の３分の１以上を

組合員が送金していること」が要件の１つとなっています。 

※ 送金をしなくなった場合など、別居認定の要件を満たさなくなった場合は、総務事務シ

ステムから被扶養者取消の手続をしてください。よくある取消事例を資料３「別居扶養で

取消しになる場合の事例」（Ｐ１８）に掲載しましたので、参照してください。 

   別居認定の要件を満たさなくなった場合の、被扶養者取消手続の提出書類は以下のとお

りです。 

   ・令和８年度所得証明書（被扶養者分） 

   ・別紙４「申立書」（Ｐ３３） 

なお、内容を確認した結果、追加で書類を提出いただく場合があります。あらかじめご

了承ください。 

 

https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_siryou3.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_siryou3.pdf
https://www.kouritu.or.jp/saitama/content/files/about/yousiki/kenritu_bessi4.pdf

